
資料2－3

　　　○村上市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年4月1日

　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　．告示第57号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　平成23年3月31・日告示第128号

　（設置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

第1条　村上市介護保険運営協議会規則（平成20年村上市規則第109号。以下「規則」とい

　う。）第6条の規定に基づき、村上市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協

　議会」という。）を設置する。

　（所掌事務）

第2条　運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

　（1）　村上市地域包括支援センター（以下「センター」という。）の設置等に関すること。

　（2）　センターの設置、運営等に関すること。

　（3）　地域の連携、支援体制等に関すること。

　④　前3号に掲げるもののほか、運営協議会がセンターの公正及び中立性を確保する観

　　点から必要であると判断した事項に関すること。

　（委員）

第3条　運営協議会は、村上市介護保険運営協議会（以下「介護保険運営協議会」という。）

　の委員で構成する。

2　会長は介護保険運営協議会長が兼任し、副会長は介護保険運営協議会副会長が兼任す

　る。

　（委員の任期）

第4条　運営協議会委員の任期は、介護保険運営協議会委員の任期とする。

　（会議）

第5条　会議については、規則第5条の規定を準用する。

　（庶務）

第6条　運営協議会の庶務は、介護高齢課において処理する。

　（その他）

ag　7条　この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会

　議に諮って定める。

　　　附　則

　この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

　　　附　則（平成23年3月31日告示第128号）

　この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
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